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男女雇用機会均等法改正に向けた議論始まる 

９月 15日、労働政策審議会「雇用均等分科会」

が開催され、来年の通常国会で審議予定の男女

雇用機会均等法改正に向けた議論が行われまし

た。今回は、「男女双方に対する差別の禁止」「妊

娠・出産等を理由とする不利益取扱いについて」

が論点となりました。 
「男女双方に対する差別禁止」については公労

使三者で合意。また、ポジティブ・アクション

については、「当面の間女性のみを対象とするべ

き」という公益側・労側の主張への異論はあり

ませんでした。 
また、「仕事と生活の調和を基本理念に明記す

る」ことについて労側は「目指す平等の中身を

示す意味で、基本理念に仕事と生活の調和を明

記すべき」と主張しましたが、使側はこれに反

対し「個人の働き方の選択の幅をもたせた方が

いいので、規定すべきでない」と主張。合意に

至りませんでした。 
「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」

について労側は、「妊娠・出産で能力・能率が低

下するのは当然のことであり、そのことをもっ

て処遇を低くすべきでない」、使側は「公正性と

いう点から、処遇は労使自治で決定すべきであ

り、不利益にしてはならないと法に規定すべき

ではない」と主張。公益は労側に賛成する意見

と「能率低下の度合いによっては 100%同じに処

遇せよとは言えない」とする意見に分かれまし

た。おもな議論の内容は次の通りです。 
 

＜男女双方に対する差別の禁止＞ 

【労側】最終的には均等法第９条ポジティブ・アク

ションも男女双方にすべきだが、この条項は男女間

の格差解消のためのもの。女性の職域にはまだ格差

の実態があり、当面は女性のみを対象とすべき。 

【使側】雇用の場面で女性へのポジティブ・アクシ

ョンが必要無いという段階ではない。男女双方への

性差別を禁止しても、第９条は今のままで、各社が

積極的にポジティブ・アクションに取り組むべき。 

【公益】法が理想としてあるべき姿という見方もあ

るが、現実を直視しないと実効性が無くなる。第９

条特例の意義を考えると、理論的観点からだけ考え

て男性にも適用するのは時期尚早。 

 

＜妊娠・出産を理由とする不利益取り扱い＞ 

【労側】妊娠・出産を理由とする不就労と一般疾病

によるものとは異なる。自らが選択できる育児休業

や年次有給休暇と違って、産後休暇は選択できない。

賃金や昇進・昇格を考えるときは、そのことを踏ま

えるべき。妊娠中に能力や能率が低下することは当

然のこと。それを評価の対象とすべきではない。 

【公益】妊娠・出産による労働能力の低下で、即処

遇を下げるのは、権利を規定する法律の趣旨に反す

る。しかし、従前の半分の生産性になってしまった

ものを、すべて使用者の負担にせよとは言えない。 

【労側】就労している者の能率低下について、誰が

どうやって前後を比較して評価するのか。判断は非

常に難しい。100％受容すべき。 

【使側】「能率低下」は「不就労」とは異なる。同じ

ように妊娠していても、能率低下の程度は人により

異なるから、公正性という点から評価に反映される

ことがあっても当然。能力低下を受容するかどうか

は、法の規定ではなく、労使自治で決めるべき。 

【公益】妊娠・出産が原因の症状に個人差はあるが、

怠慢が原因ではない。妊娠・出産を理由として不利

益に取り扱わないとした上は、評価には反映しない

とすべき。それが公正性のあり方。能力主義から言

っても、個人では如何ともしがたいことを理由とし

て評価するのはおかしい。労側の意見は正論。 

【公益】妊娠・出産による労働能力、運動能力の低

下について、企業や社会がある程度負担をするとい

う考え方で、妊娠・出産をニュートラルにする社会

への改革が必要である。能率低下が５％であるか、

50％であるか、そういった線引き自体がおかしい。 
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